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 [要約] 

 本稿では、TOPIX500採用会社のうち、任意開示書類（統合報告書、サステナビリティレ

ポートなど）を発行している企業（439 社）の 2022年 9月末時点における TCFD に沿っ

た情報開示の状況を整理し、今後の開示に向けて得られた示唆について述べる。本稿で

は、TCFD で開示が求められる、気候変動に関する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管

理」、「指標と目標」のうち、「戦略」にフォーカスする。 

 「戦略」については、特定した気候関連リスク・機会やその影響（329社）、影響の大き

さ（216 社）、リスクへの対応策（241社）などを開示している企業が多く見られた。ま

た、シナリオ分析に当たって、外部機関のシナリオを参照している企業も 250 社あり、

特に IPCC（213社）や IEA（200社）のシナリオを利用している企業が多かった。 

 「戦略」に係る情報は、TCFDに沿った開示の中でも特に投資家の投資判断への影響が大

きい、核となるものと考えられる。今後、有価証券報告書でサステナビリティ情報の開

示が求められる。企業は気候関連リスク・機会を特定し、その影響を考慮した戦略を通

じて自社の持続的な企業価値を高めていくことが可能となる。まずはできるところか

ら順に取り組みを進め、投資家に向けた開示を行っていくことが期待される。 

 

１．上場会社を中心とした TCFDに沿った情報開示拡充の背景 

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の基準を参考とした企業による気候変動に関す

る情報の開示が広がっている。2022 年 10 月時点でわが国では既に 1,000 以上の企業・機関が

TCFDに基づく開示への賛同を示している 1。 

足元で TCFD に沿った開示が拡充している背景には、もちろん気候変動リスクへの企業の対応

に係る緊急性が高まっていることもあるが、法令諸規則でこうしたリスクに関する情報開示が

求められるようになってきていることが大きいと考えられる。 

                                 
1 経済産業省「日本の TCFD賛同企業・機関」（2022年 11月 10日閲覧） 

ESG 投資 

 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/tcfd_supporters.html
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2021年 6月には東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード（CGコード）が改訂され、

特にプライム市場上場会社に TCFD に基づく開示の充実を進めることが求められている。また、

2022 年 11 月に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令（以下、開示府令）」等の改正

案で、上場会社等が提出する有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄を新設し、TCFD

を参考に、サステナビリティに関する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標」

を開示することが提案されている 2。気候変動についても企業の対応が重要であると判断する場

合には開示すべきと考えられている。 

さらに、国内だけではなく、国際的にも気候変動情報の開示に向けた基準の策定が進められて

いる。国際的な会計基準の設定に関わる IFRS 財団が、2021 年 11 月に国際サステナビリティ基

準審議会（ISSB）の設立を公表した。この ISSBの下で、国際的・統一的なサステナビリティ情

報の開示基準の策定が進められている。ISSBは 2022年 3月にサステナビリティ全般、気候関連

情報の開示に係る二つの公開草案を公表している 3。わが国でも ISSB の基準を踏まえ、国内で

の情報開示基準や規制に反映していくことが想定されている。 

上場会社等は有価証券報告書でのサステナビリティ情報の記載や国際的な開示基準の設定へ

の対応などに向けて、TCFD に沿った気候変動に関する情報の開示を進めていくことが必要と考

えられる。 

本稿ではこうした状況を受け、2022年 9月末時点における TOPIX500採用会社の任意開示書類

（統合報告書、サステナビリティレポートなど）での TCFD に沿った情報開示の状況を整理し、全

体的な開示の進捗を見つつ、今後のさらなる開示の拡充に向けた示唆を得る。今回は、具体的な

気候変動リスクやそれによる影響、リスクへの対応策といった、気候変動に関する情報の中で

も特に投資家からのニーズが高いと考えられる「戦略」について整理する 4。 

 

【調査対象】 

 TOPIX500採用会社のうち、任意開示書類（統合報告書、アニュアルレポート、サステナビ

リティレポート、CSR 報告書など）を発行している 439社 

 上記 439 社のうち、統合報告書、アニュアルレポートなどの財務情報と非財務情報を統合

した報告書を発行している会社は 410社（うち 267社が 2022 年版を既に発行済み） 

 上記 439社のうち、サステナビリティレポート、CSR報告書などの特に非財務情報に焦点を

合わせた報告書を発行している会社は 190社（うち 90社が 2022年版を既に発行済み） 

 任意開示書類の中で、気候変動に関する情報についてウェブサイトのリンクや TCFDレポー

トなどを参照する旨が記載されている場合は、参照先の情報も集計している 

                                 
2 開示府令改正案について、詳しくは拙稿「開示府令改正案の概要と今後の展望」（大和総研レポート、2022

年 11月 10日、大和総研レポート）を参照。 
3 ISSBの二つの公開草案について、詳しくは拙稿「企業のサステナビリティ情報の開示に関する国際的な基準

案が公表」（2022年 4月 22日、大和総研レポート）、「企業の気候変動情報の開示に関する国際的な基準案が公

表」（2022年 4月 22日、大和総研レポート）を参照。 
4 「ガバナンス」、「リスク管理」については、拙稿「TCFDに沿った情報開示の状況（ガバナンス、リスク管

理）」（2022年 11月 4日、大和総研レポート）を参照。 

https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20221110_023391.html
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20221110_023391.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022988.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022988.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022993.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022993.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20221104_023382.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20221104_023382.html
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２．TOPIX500採用会社における気候変動に関する情報開示の状況 

情報開示状況の調査に当たっては、TCFDの基準（図表 1）を踏まえつつ、各企業で共通して開

示されている情報を集計している。また、先述の新たな国際的基準である ISSBの公開草案も参

考にしつつ、今後さらに開示が求められ得る情報についても、現時点での開示状況を整理する。 

図表 1 TCFDの基準で求められている情報開示 

 
（出所）TCFD（2017）“Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures”より大和総研作成 

 

気候変動に関する戦略については、TCFD では、企業が特定した気候関連リスク・機会、気候

関連リスクによる企業の戦略や財務などへの影響、シナリオ分析を行った上での戦略のレジリ

エンス（将来のリスクに対する企業の耐久性）を記載することが推奨されている。また、ISSBの

公開草案では、シナリオ分析に関する詳細な情報（利用したシナリオやその選択理由、分析の対

象期間、リスクの範囲など）を開示することが求められている。 

本稿ではこれらを踏まえ、各情報の開示の有無について集計を行った。なお、ここでは気候変

動に関する記載もしくは TCFDに沿った記載がある場合のみカウントした。サステナビリティを

巡る企業の戦略に関する記載がある場合であっても、気候変動や脱炭素、地球温暖化などにつ

いて言及していない場合はカウントをしていない。 

 

 

 

ガバナンス
（Governance)

戦略
（Strategy）

リスク管理
（Risk Management）

指標と目標
（Metrics and Targets)

気候関連のリスクと機会に
関する組織のガバナンスを
開示する。

組織の事業、戦略、財務計
画において、気候関連のリ
スクと機会の実際的及び潜
在的なインパクトが重要性
を持つ場合にはこれを開示
する。

組織の気候関連リスクの 特
定、評価、管理方法を開示
する。

気候関連リスクと機会を評
価及び管理する指標と目標
が重要性を持つ場合には開
示する。

a）気候関連リスクと機会に
対する取締役会の監督につ
いて記述する。

a）組織が短期、中期、長期
タームで特定した気候関連
リスクと機会について記述
する。

a)気候関連リスクを特定し、
評価するための組織的なプ
ロセスについて記述する。

a）気候関連リスクと機会の
評価を組織全体の戦略とリ
スク管理プロセスに統合し
て実施するために組織が活
用した指標について記述す
る。

ｂ）組織の事業、戦略、財
務計画への気候関連リスク
のインパクトについて記述
する。

ｂ）気候関連リスクを管理
するための組織的プロセス
について記述する。

ｂ）スコープ 1、 2、必要に
応じて3の温室効果ガス排出
量と関連リスクについて開
示する。

ｃ）2℃あるいはそれ以下の
異なるシナリオを考慮した
組織戦略のレジリエンスに
ついて記述する。

ｃ）気候変動リスクの特
定、評価、管理に係るプロ
セスを組織全体のリスク管
理にどのように統合するか
について記述する。

ｃ）気候関連リスクと機会
及びパフォーマンスの管理
のために組織が活用した目
標を記述する。

提
言

推
奨
さ
れ
る
開
示
項
目

ｂ）気候関連リスクと機会
を評価・管理する上での経
営者の役割について記述す
る。
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（１）気候関連リスク・機会やその影響 

図表 2 TOPIX500採用会社における気候関連リスク・機会やその影響についての情報開示の有無 

 
（出所）各企業の任意開示書類より大和総研作成 

 

①特定したリスク・機会、影響 

任意開示書類を公表している TOPIX500採用会社 439社のうち約 75％（329社）が、特定した

気候関連リスク・機会について記載していた。 

気候変動に関する取り組みや開示を行っていく上で、まず検討するべきことは、気候変動によ

って将来どのようなリスクや機会が想定されるかということだろう。リスク・機会を想定する

ことで、自社にどのような影響があるのか、それに対してどのような取り組みを行っていけば

いいのか、取り組みをモニタリングするための指標・目標としてどのようなものを設定すれば

いいのか、などに関する検討を進めることができるようになる。TCFD が公表した“2022 Status 

Report”でも、世界の 1,400 超の大企業のうち、気候関連リスク・機会について説明していた企

業は 61％と、他の項目と比較しても最も多くの企業が開示を行っていた。 

気候関連リスクを開示する上では、「物理的リスク」、「移行リスク」などに分類して個々の詳

細を説明することが望ましい。「物理的リスク」とは、気候変動の物理的影響によるリスクであ

り、突発的な事象による急性的なもの（例えば台風や集中豪雨などに伴うリスク）と、気候パタ

ーンの変化によって長期的に生じる慢性的なもの（例えば地球温暖化や海面上昇などに伴うリ

スク）がある。一方、「移行リスク」とは、低炭素経済への移行に伴う政策、技術、市場などの

変化がもたらすリスク（例えば、脱炭素を促す技術革新が起こった際に、対応が遅れるリスク）

を指す。 
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ISSB の公開草案でも、リスクの説明の際には、特定されたリスクが物理的リスク／移行リス

クのどちらであるかも併せて開示することが求められている。単に、気候変動が激化した場合

にはこういったリスクが生じる、といった簡易的な説明をするだけでなく、物理的リスクの中

でも急性的なリスク、慢性的なリスクとしてそれぞれどういったものが考えられ、また、移行リ

スクについて政策リスク、技術リスク、市場リスクとしてどういったものが考えられるのかを

具体的に説明することが望ましい。 

さらに、特定した気候関連リスク・機会について開示していた 329社のうち、201社がシナリ

オ別にリスク・機会について記載していた。気候関連リスク・機会の説明の際には、後述するシ

ナリオ分析を行った上で、シナリオごとにどのリスクや機会が生じる可能性が高いのかを記載

することが期待される。例えば、世界の気温上昇を産業革命前と比較して平均 2℃以内に抑える

場合（2℃シナリオ）と、4℃上昇してしまう場合（4℃シナリオ）では、企業に生じる気候関連

リスク・機会やその影響の大きさも異なってくるだろう。どのような場合にどういったリスク・

機会が想定されるのかを詳細に説明することが、投資家の正確な理解を促す意味でも適切と考

えられる。 

 

②気候関連リスク・機会の詳細 

TCFD の基準では、気候関連リスク・機会を開示する上で、それらが生じ得る時期、つまり短

期・中期・長期のそれぞれで特定したリスク・機会の説明、短期・中期・長期の定義、セクター

（事業）または地域別のリスク・機会の内容などを記載することが推奨されている。 

まず、気候関連リスク・機会の生じる時期について記載をしていた企業は、TOPIX500 採用会

社のうち 141社であった。さらに、その時期の具体的な定義（例えば、短期は 3年以内、中期は

10年以内、長期は 30 年以内など）を記載していた企業は 107社であった。各リスク・機会やそ

の影響が 3年以内に生じるのか、それとも 30年後に生じるのかによって、投資家の投資判断も

異なると想定される。リスク・機会に関する時間軸を開示することは投資家の決定に重要な影

響を与える情報であると考えられ、積極的な開示が望ましい。 

また、セクター・地域ごとに気候関連リスク・機会を記載していた企業はそれぞれ 65社、10

社であった。特に大規模な企業は様々なセクターや地域で事業活動を行っている場合も多い。

幅広い活動を行っている企業については、全てのセクター・地域で共通する包括的なリスク・機

会だけでなく、セクター・地域ごとに異なるリスク・機会が生じることが想定される。各セクタ

ー・地域で、特に大きな影響を与える重要なリスク・機会を説明することが求められよう。 

企業によってはそれぞれのリスク・機会が生じる可能性についての開示も行っていた（15社）。

企業は重要性の高い気候関連リスク・機会を開示することが求められている。生じる可能性が

低く、その影響も小さいリスク・機会は企業にとって重要性があるとはいいがたく、企業にとっ

て重要性が高いリスク・機会とは、生じる可能性の高いリスク・機会、もしくは生じた際の影響

が大きいリスク・機会であるだろう。各リスク・機会が、生じる可能性が高いのか、生じた際の

影響が大きいのか、またはその両方なのかを投資家が理解するためにも、リスク・機会が生じる
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可能性の高低への言及を検討することも一案であろう。 

 

③気候関連リスク・機会による戦略等への影響の詳細 

任意開示書類を公表している TOPIX500採用会社のうち、約半数（216社）が気候関連リスク・

機会による企業の戦略や財務への影響の大きさについて記載していた。また、各リスク・機会に

よる影響のうち、一つ以上について影響の大きさを定量的に示していた企業は 100社であった。

例えば、炭素税などのカーボンプライシングが導入されるというリスクによる財務への影響が

○億円である、といったことを記載している企業が複数見られた。 

TCFD の基準では、気候変動リスクが企業の財務に与える影響の開示を検討することが推奨さ

れている。ISSB の公開草案でも気候関連リスク・機会が企業の財政状態、財務実績、キャッシ

ュ・フローなどに与える影響について投資家などが理解するための定量的な情報を開示するこ

とが求められている。 

②で先述した気候関連リスク・機会の生じる可能性と同様、リスク・機会による財務などへの

影響の大きさを開示することは、投資家が十分な情報に基づいた適切な投資判断を行う上で、

重要な情報であるといえる。特に、影響の大きさが定量的な形で開示されていることで、より豊

富な情報に基づいた判断を行うことが可能になるだろう。企業は一定のシナリオや仮定に基づ

いて、気候関連リスク・機会が自社の戦略や財務などに与える影響を定量的に算定することの

検討が推奨される。 

図表 3 九州電力における気候変動に関するリスク・機会の開示 

 
（出所）九州電力「九電グループ 統合報告書 2022」より一部抜粋 
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例えば九州電力では、①～③を踏まえ、シナリオごとに各事業における気候関連リスク・機会

やその影響が表の形で開示されている（前ページ図表 3）。1.5℃シナリオにおいて、電気事業、

ICT サービス・都市開発事業のそれぞれについて、政策・規制リスクや技術リスクといった移行

リスクと、物理的リスクに分類してリスクが開示されている。各リスク・機会について発現の時

期が短期・中期・長期のいずれであるのか、各期間の定義、発現可能性も記載されている。さら

に例えば温室効果ガス（GHG）を削減しなかった場合にはカーボンプライシングによって 100～

150 億円の費用が増加するといったように、財務への影響の大きさも定量的に記載されている。

リスクだけではなく機会についても、例えば再エネ開発推進によって経常利益が 2025 年度に

130 億円に拡大するといった財務インパクトが開示されている。表の最右には、後述するリスク

へのレジリエンスに関連して、各リスク・機会への対応戦略も記載されている。TCFD に沿った

戦略を開示する上では、こうした他社の開示も参考にしつつ、投資家の投資判断に資する情報

の開示を検討していくことが求められる。 

 

（２）シナリオ分析 

図表 4 TOPIX500採用会社におけるシナリオ分析についての情報開示の状況 

 
（出所）各企業の任意開示書類より大和総研作成 

 

①利用されているシナリオ 

TCFDの基準や ISSBの公開草案では、気候関連リスク・機会について、シナリオ分析を行うこ

とが推奨・要求されている。シナリオ分析とは、起こり得る将来のシナリオを想像し、それぞれ

の将来のシナリオにおける、自社に対するリスク・機会やその影響を考え、戦略や財務計画に反
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映することを指す。シナリオ分析を行い、複数の将来のシナリオに備えることで、企業はレジリ

エンス（耐久性）のある戦略に基づいた経営を進めていくことが可能になる。 

気候変動に関するシナリオ分析を行い、その内容を開示する際には、具体的にどのようなシナ

リオを想定したのか、またはシナリオにおける各種の仮定（例えば、カーボンプライシングの導

入というリスクを想定する場合には、排出する炭素量に応じて課される額など）を記載するこ

とが求められよう。シナリオの詳細を開示しなければ、リスク・機会による影響の大きさがどの

ように導かれたのか、その根拠を投資家が理解することが難しいと考えられる。 

シナリオ分析を行う上では、自社が一からシナリオを作るよりも、外部の機関が作成したシナ

リオを利用するケースが多い（250 社）。これは、気候変動に関する分析を詳細に行っている外

部機関が作成した、広く利用されているシナリオを参照することで、他社と比較可能な根拠の

あるシナリオに基づいた分析を行い、その結果の投資家に対する説得力を高めるなどの効果が

期待されるためであろう。 

具体的には、例えば、国際的な専門家が地球温暖化についての研究を行っている IPCC（気候

変動に関する政府間パネル:Intergovernmental Panel on Climate Change）のシナリオを利用

している企業（213社）や、IEA（国際エネルギー機関：International Energy Agency）のシナ

リオを利用している企業（200社）が多く見られた。そのほか、NGFS（気候変動リスク等に係る

金融当局ネットワーク：Network of Central Banks and Supervisors for Greening the 

Financial System）や国土交通省、環境省などのシナリオやデータを利用しているケースも少

数（計 32社）見られた。 

IPCC のシナリオとして、多くの企業は IPCC の第 5 次評価報告書で用いられた RCP

（Representative Concentration Pathways）シナリオを利用していた。RCPシナリオとは、将来

の空気中の GHG の濃度を仮定した四つのシナリオごとに世界平均気温の変化などの物理的リス

クに関するデータを提示しているものである。また、IPCC の第 6 次評価報告書における SSPs

（Shared Socio-Economic Pathways）シナリオを利用している企業も 38社見られた。 

一方、IEAのシナリオとしては、将来あるべき世界に向けて持続可能な開発を行っていくこと

を想定する SDS（Sustainable Development Scenario）を利用する企業（97社）、既に公表され

ている政策を延伸した将来を想定する STEPS（Stated Policies Scenario）を利用する企業（77

社）、2050 年までに世界のエネルギー関連の二酸化炭素排出量をネットでゼロにすることを想

定する NZE（Net Zero Emissions by 2050 Scenario）を利用する企業（73社）などが多く見ら

れた（図表 5）。そのほか、世界の平均気温上昇を産業革命前比で 2℃、もしくは 2℃未満とする

ことを想定する 2DS（2℃ Scenario）、B2DS（Beyond 2℃ Scenario）を利用する企業もそれぞれ

17社、15社見られた。ここでは各シナリオの詳細の説明は省略するが、気候変動に関するリス

ク・機会やその影響、自社のレジリエンスについて投資家へ根拠のある説明を行うためには、こ

うした外部機関のシナリオを参照することが効果的だろう。外部機関のシナリオのうち、どの

シナリオが自社の業種や行う事業、想定する将来の環境に適しているのかを考慮した上で、シ

ナリオの選択、利用をしていくことが考えられる。 
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図表 5 TOPIX500採用会社において利用されている IEA のシナリオ 

 
（出所）各企業の任意開示書類より大和総研作成 

 

②リスクへの対応策やレジリエンスの説明 

TCFDの基準、ISSB の公開草案では、先述のシナリオ分析を行った上で、各シナリオで想定さ

れる気候関連リスク・機会やその影響への対応策や、対応策を講じることによる自社のレジリ

エンスを投資家に向けて開示するべきとされている。 

任意開示書類を公表している TOPIX500採用会社のうち 241社が、特定した気候関連リスク・

機会への対応策を開示していた（前掲図表 4）。ただ気候関連リスク・機会を特定するだけでな

く、それに対応する今後の取り組みや計画を検討し、企業内でリスク・機会や自社の取り組みへ

の理解を深耕し、実務に落とし込んでいくことで、初めて企業として気候変動を考慮した戦略

を進めていくことが可能になるのではないだろうか。こうしたリスクを低減しつつ機会を活か

していくような対応策を開示することを通じて、気候変動について投資家からの高い評価を得

ることにもつながるものと考えられる。 

また、対応策の開示にとどまらず、それによる企業のレジリエンスの強化についても説明する

ことが重要であろう。気候変動リスクに対するレジリエンスについて、定性的に説明していた

企業は 115社、さらに定量的な説明も行っていた企業は 48社であった（前掲図表 4）。単に対応

策を説明するだけではなく、その対応によって自社のレジリエンスがどのように強化されるの

かを投資家に示すことで、対応策の有効性を示すことも可能となる。まずは定性的に、対応策が

どのような経路で自社のリスク低減・機会拡充につながるのかを開示することを検討すること

が推奨される。加えて、対応策によって自社の財務への影響をどれだけ削減することができる

のか等を定量的に示すことで、さらに深い理解に基づいた投資家の投資判断やエンゲージメン

トが行われることが想定される。 

例えば、アサヒグループホールディングスは、シナリオ分析で導かれた気候関連リスク・機会

による主な影響の一つとして、炭素税導入によるコストへの影響を挙げている。炭素税額につ

いては IEA の NZE を用いて独自に設定しており、当該価格に基づいて将来の財務への影響金額
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を算出している。このリスクに対して、再生可能エネルギーの導入をはじめとした様々な CO2排

出削減対策などにより、2030 年・2050年でそれぞれ炭素排出量を削減する目標を達成すること

を目指している。対応策を通じて目標を達成することで、炭素排出量に伴う炭素税コストにつ

いて数百億円単位の削減効果があることを示している。また、アサヒグループホールディング

スはこのほかにも、農産物原料の収量による影響や水リスクによる影響に対しても、具体的な

対応策や定量的なレジリエンスの説明を行っている。 

図表 6 アサヒグループホールディングスにおけるシナリオ分析に関する開示 

 
（出所）アサヒグループホールディングス「ASAHI GROUP Integrated Report 2021」より一部抜粋 

 

３．有価証券報告書での開示に向けて 

開示府令改正案では、有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄を新設し、サステナビ

リティに関する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標」を開示することが提案

されている。気候変動に関しても、企業が業態や経営環境等を踏まえ、気候変動への対応が重要

であると判断する場合にこの記載欄で開示をすべきと考えられている（「記述情報の開示に関す

る原則―サステナビリティ情報の開示について―」（案））。 

中でも気候変動に関する「戦略」は、特に投資家の投資判断に影響を与えると考えられる。企

業の気候関連リスク・機会やそれによる影響、企業のレジリエンスに係る部分であり、TCFD に

沿った開示の中でも核となるものであると言っても過言ではないだろう。気候変動による重要

なリスク・機会が想定される企業は、積極的な開示を行っていくことが求められよう。 

今回の調査により、任意開示書類を公表している TOPIX500採用会社 439社の多くが特定した

気候関連リスク・機会について記載していたことが判明した。また、約半数が IPCCや IEAのシ
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ナリオを利用したシナリオ分析を行い、シナリオごとのリスク・機会の開示を行っていた。さら

に、リスク・機会による影響の大きさや、その影響への対応策を示している企業も多く見られ

た。 

これらの結果を踏まえ、企業には、今後求められる可能性が高い有価証券報告書における開示

に向けて、気候関連リスク・機会の特定やシナリオ分析の検討を進めることが期待される。ただ

し、シナリオ分析や開示はあくまでも手段であり、それ自体が目的となることは望ましくない。

表面的な開示によって開示義務を果たすのではなく、気候関連リスク・機会を考慮した戦略を

通じて自社の持続的な企業価値を高めていくことが企業にとっても重要であると考えられる。

その内容を投資家に伝えることを通じて、投資家の適切な投資判断やエンゲージメントにつな

げることができる。そのためにも、まずはできるところから取り組みを進めていくことが推奨

される。自社にはどのような気候関連リスク・機会が想定されるのか、それによって戦略や財務

にどれだけの影響があるのか、リスクや影響を検討する上での根拠となる仮定やシナリオをど

のように設定するのか、気候変動による影響へどのような対応策を講じ、レジリエンスを高め

ていくのか。まずは定性的に、将来的には定量的にといった形で、これらを順に検討していくこ

とが、今後気候変動に関する取り組みを検討する企業にとって一つの選択肢になると考えられ

る。 
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